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平成２４年度第４回京田辺市中学校昼食等検討委員会 会議録

開催日時 平成２５年３月２５日（月）午後３時３０分から午後５時

開催場所 京田辺市役所 ４０３会議室

出席者 京田辺市中学校昼食等検討委員会

教育部長、

京田辺市小・中学校教頭会代表（培良中教頭）

京田辺市ＰＴＡ連絡協議会代表（田辺中 PTA）

市立中学校ＰＴＡ代表（大住中学校・培良中学校）

市立中学校教諭代表 （培良中学校）

京田辺市小学校栄養教諭代表（田辺東小学校教諭）

助言者

欠 席 京田辺市小・中学校長会代表（大住中校長）

市立中学校教諭代表（田辺中学校・大住中学校）

事務局 皆さん、こんにちは。予定の時間になりましたので、平成２４

年度第４回の京田辺市中学校昼食等検討委員会を開会いたしま

す。

前回の最後にご確認いただきましたように、今回は報告書案を

作らせていただきましたので、これにつきましてご協議いただき

たいと考えておりますのでよろしくお願いします。

それと、以前より準備を進めておりました「中学校給食にかか

る請願」の代表者との意見交換の場を急ではありますが、明日実

施いたしますので、できるだけ繰り合わせてご出席くださるよう

よろしくお願いします。

それでは会議の進行を委員長の方で、よろしくお願いします。

委員長 みなさんお集まりいただきましてありがとうございます。それ

では、ただいまから第４回中学校昼食等検討委員会を始めさせて

いただきます。本日も助言者にお世話になります。

それでは、報告書案について事務局から説明を受けた後、委員

のみなさんのご意見や感想をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

それでは事務局より説明を求めます。
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事務局 それでは、京田辺市中学校昼食等検討委員会の報告書案をまと

めましたので、説明させていただきます。

報告書朗読説明

以上のとおり、まとめさせていただきました。

委員長 ありがとうございました。ご意見やご感想があればお聞かせく

ださい。

助言者 具体的な話に入る前に、この報告書全体の体裁についてお聞かせ

いただきたいと思います。まず初めに、「概要」の欄には、委員会

が発足された経緯や中学生の食生活に関する現状と、学校給食に

おける課題がアンケートを背景に書かれていますが、本来報告書

や調査資料等の概要は、調査データの資料などを最初に持ってき

て概要とすると思うんです。しかしこの中身は、委員会の議論の

概要ではありません。

つまりこの委員会で議論するイントロダクションとして、現在の

京田辺の中学生のアンケートを通した実態が書かれてあり、その

背景がここに書かれていますよね。これは「はじめに」の更に更

に細かいものだと思います。ですからこれは、諸元なのかと思わ

れますので、概要という文言はここでは変えた方がいいと思いま

す。

次に「検討内容」ですが、委員の皆さんが発言された内容なので

しょうか。

事務局 はい。意見については議事録から抽出したものですので、委員の

みなさんの意見ということです。

助言者 そうすると、例えば「家庭の役割・学校の役割」の２つ目に（保

護者のアンケート問２）とあり、委員の意見なのかアンケートの

結果なのかわからず、もし委員の意見ならば、アンケートの結果

をここに出すのはおかしいですよね。これを踏まえて委員から出

された意見であれば、表現の仕方を変えた方がいいと思いますが、

この部分は、アンケートの結果で委員の意見ではないということ

ですね。

書かれている内容については、このとおりだと思いますが、以下、

構成については、再考をお願いしたいと思います。

事務局 ありがとうございました。今先生からご指摘がありましたとお
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り、構成を再編したいと思います。

委員長 ＰＴＡ代表の委員の方々、ご意見ありますか。

委員 もしデリバリーにして献立を見て、生徒がこの弁当食べたいなと

か親はめんどくさいなと思ったりして、注文率が高くなっていっ

たときに、どれくらいで完全給食に移行するのかといった想定も

しておいた方がいいと思います。

助言者 それは完全給食に移行する一つの理由ですよね。宇治市はすでに

この方式を３校で実施しているんですよね。

事務局 現在は２校と伺っています。将来的には全市的にやるという方向

で進めておられるようです。

助言者 利用率は何％くらいなんですか。

事務局 1校は１０％程度で、もう 1校はもっと少ないように伺っていま

す。

助言者 それが将来的に３０％、４０％となっていくかもしれないし、そ

のまま維持されて本当に弁当を持参できない子だけが注文すると

いうことになるかもしれないですね。１ヶ月分の写真入りメニュ

ーがあるんですよね。１ヶ月単位で注文されてるんでしたか。

事務局 その日だけでも注文できますし、１ヶ月単位でも、もちろん注文

できます。

助言者 １ヶ月とか１年とか予めお金を払っておいて、実際注文しなかっ

た時は後で返金されるんですよね。

事務局 事前に１０食とか３０食とかで登録していただいて１日単位で

注文できるという感じです。

助言者 急にお母さんが体調が悪くなり作れなくなった場合に、その日だ

けの注文ができたり、最初から１ヶ月単位などでもまとめて注文

もでき、利用し易いですしいいですね。

委員 弁当嫌だという子もいるかもしれないですしね。

助言者 それで、増えるかもしれませんね。

委員長 他になにかございませんか。

委員 明日、請願書提出者の代表の方との懇談の場があるという話です

が、請願者の方は、あくまでも完全給食を意図して請願されたこ

とと思いますが、それに対してデリバリー方式という一つの回答

をこの委員会として出すわけですよね。その中では期待と違った

答えが返されるわけですから、それに対してこの委員会では色々

議論した結果、デリバリー方式に落ち着いたけれども、その根拠

としてデリバリー方式には、こんなにいいところがあるんですよ
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というようなことになるのかなと思います。でも引き続き完全給

食という議論もしていかなければならないということも思ってい

ますよ、ということも説明していくんでしょうね。

これはまとめの中には入れておくべきことと思います。

委員長 そのようにしたいと思います。他にはどうですか。

委員 給食のデメリットというところで、給食費滞納の問題があります

ね。これが抜けていますね。

他市で使われているシステムの概要をもう一度教えてもらえま

すか。

事務局 給食のデメリットの点は、入れさせてもらいます。

年度当初に説明会の場を持ち、子どもさんごとにＩＤ登録を親の

名前でしてもらって、予め何食か分のチャージをしてもらうこと

になります。注文は、月ごと、日ごとに行う方法です。チャージ

が０になれば次に進めないということになります。

委員 このシステムだったら滞納はありえないということですね。これ

はデリバリー方式のメリットということになりますね。

助言者 実際どういうシステムなのかについても、事務局が調べられて情

報がある訳なので、報告書で触れておいた方がいいのではないで

すか。

事務局 いくらかのポイントを、メリットとして記載します。

委員長 学校側として何か意見はありますか。

委員 前回も申し上げましたが、弁当が納品されたときの保管方法や施

設の改修など、現場としての課題があると思いますので、次の段

階では各個（校）でもいいので話をさせていただきたい。

委員長 他に意見はございませんか。

助言者 中学生の食育のあり方というところですが、理念を持った教育方

針を総合的に考えていく必要があるということですが、栄養教諭

の役割なんですよね。現場では食育に関する教育方針や目標はと

くに立ててなくて、まだまだ食育の指導は不十分であるという現

状のようですが、この委員会でこういうことを議論したというこ

とは残しておいた方が良いと思います。

事務局 提言としましては昼食の提供方針についてのみの方がいいと思

います。議事録としては残りますが。

助言者 そうですね。その方がいいと思います。検討課題としては議論し

たけれども、提言に記述する必要はないかも知れません。

事務局 でも、子供たちの生活の上で、食べること以外にも生活リズムや
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色んなことを体験する、あるいは食育基本法の中にある昔からの

食の文化などを経験するということは、今後家庭なり学校でも意

識していくべきと思いますので、提言に何らかの形で入れさせて

いただきたいと思います。

助言者 その方法なら、この委員会で議論したことのアウトプットとし

て、学校昼食について一歩進むわけなので、学校現場でも現状に

は、パンやおにぎりだけを食べている子どもがいて、そのような

子達にも方法はデリバリー方式とはなるけれども提供できること

によって、栄養バランスのとれた食事をとることができ、現場で

は栄養の重要性だとか、おいしいものが食べられることに対する

感謝の面とか、成長期における栄養の重要性だとかが一層進めら

れる布石となると思います。

委員長 ありがとうございました。体裁については改めて整理をしてもら

うということでよろしくお願いします。次回の段取りについて事

務局から説明をお願いします。

事務局 はい、色々体裁も含めてご意見をいただきましたので、校正をさ

せていただき、年度内に報告書を提出していきたいと考えており

ます。そのためには、本日冒頭に申し上げました請願者と会う機

会を明日の夜に設けましたので、委員のみなさまは公私お忙しい

ところとは存じますが、ご出席くださいますようよろしくお願い

します。そして２８日に最終的に報告書のご確認をいただき、教

育長宛てに提出したいと考えておりますので、その日にも、どう

ぞよろしくお願いします。

委員長 請願者の意見はそれなりの想いがあると思いますので、是非ご出

席ください。

それでは今日はありがとうございました。


